
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
再
開
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件
三
件

五

○
生
活
保
護
法
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
施
術
者
の
開
設
し
て
い
る
施
術
所
の
名
称

を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六

告

示

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

ア
イ
ン
薬
局

会
津
ア
ピ
オ
店

会
津
若
松
市
イ
ン
タ
ー
西
七
四
―
二

令
和
二
年
二
月

一
日

ア
イ
ン
薬
局

ハ
ー
ト
会
津
店

会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
字
十
文
字
七

同

年
三
月

四
―
二

一
日

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
白
虎
町
薬
局

会
津
若
松
市
会
津
都
市
計
画
事
業
扇
町
土

同

年
六
月

地
区
画
整
理
事
業
五
―
一
九
街
区
六
画
地

一
日

の
ぞ
み
薬
局

会
津
若
松
店

会
津
若
松
市
湯
川
町
一
―
六
二

同
日

国
分
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

須
賀
川
市
塚
田
一
二
五

同

年
三
月

一
日

福
田
歯
科
医
院

喜
多
方
市
字
西
四
ッ
谷
三
一
五

令
和
元
年
八
月

一
日

泉
町
薬
局

相
馬
市
中
村
字
泉
町
一
四
―
四

令
和
二
年
四
月

一
日

ア
イ
ン
薬
局
相
馬
沖
ノ
内
店

相
馬
市
沖
ノ
内
一
―
二
―
五

同
日

ア
イ
ン
薬
局
相
馬
中
村
店

相
馬
市
中
村
字
荒
井
町
四
四

同
日

ア
イ
ン
薬
局
東
相
馬
店

相
馬
市
沖
ノ
内
二
―
一
六
―
六

同
日

の
ぞ
み
薬
局
相
馬
店

相
馬
市
新
沼
字
坪
ヶ
迫
一
三
五
―
八

同

年
六
月

一
日

二
本
松
ウ
イ
メ
ン
ズ
ク
リ
ニ
ッ

二
本
松
市
亀
谷
一
丁
目
二
七
五
―
四

同

年
四
月

ク

一
日

二
本
松
訪
問
歯
科
医
院

二
本
松
市
油
井
字
川
原
一
一
九
―
一

同

年
三
月

一
日

駒
場
内
科
医
院

南
相
馬
市
原
町
区
三
島
町
二
丁
目
二
〇

同

年
五
月
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二
―
一

一
日

南
相
馬
ホ
ー
ム
ク
リ
ニ
ッ
ク

南
相
馬
市
原
町
区
栄
町
二
丁
目
三
二

同

年
四
月

一
日

河
田
歯
科
医
院

南
相
馬
市
原
町
区
栄
町
三
―
六
五

同

年
一
月

一
日

遠
藤
内
科
医
院

伊
達
郡
桑
折
町
字
陣
屋
一
―
六

同

年
五
月

一
日

医
療
法
人
青
い
海

あ
ん
ど
う

伊
達
郡
国
見
町
藤
田
町
尻
二
一
二
―
一

同

年
三
月

歯
科
医
院

一
日

フ
ァ
ミ
リ
ー
薬
局

伊
達
郡
桑
折
町
字
堰
合
二
一
―
九

同

年
四
月

一
日

柳
津
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
砂
子
原
字
居
平
四
〇

同

年
五
月

西
山
出
張
所

六

七
日

ア
イ
ン
薬
局
会
津
美
里
店

大
沼
郡
会
津
美
里
町
高
田
甲
二
六
二
九
―

同

年
四
月

五

一
日

せ
と
ま
ち
薬
局

大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
瀬
戸
町
甲
三
二
六

同

年
六
月

九
―
二

一
日

西
山
医
院

田
村
郡
三
春
町
字
御
免
町
一
七
九

同

年
四
月

一
日

鈴
木
繁
診
療
所

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
下
繁
岡
字
赤
粉
一
―

同

年
五
月

一
一

一
日

な
ら
は
薬
局

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
北
田
字
中
満
二
八

同

年
六
月

九
―
四

一
日

な
ご
み
ケ
ア
訪
問
看
護
ス
テ
ー

田
村
郡
三
春
町
字
大
町
一
〇
六
―
一

令
和
元
年
一
一

シ
ョ
ン

月
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称

を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

変

更

前

変

更

後

こ
く
ぶ
薬
局
山
鹿
店

ア
イ
ン
薬
局
山
鹿
店

会
津
若
松
市
山
鹿
町
四
―
二
〇

あ
り
す
薬
局

ア
イ
ン
薬
局
湯
川
店

会
津
若
松
市
湯
川
町
一
―
五
四

こ
く
ぶ
薬
局
本
店

ア
イ
ン
薬
局
会
津
中
央

会
津
若
松
市
鶴
賀
町
一
―
四

店

こ
く
ぶ
薬
局
鶴
賀
店

ア
イ
ン
薬
局
鶴
賀
店

会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
鶴
賀
字
堤
二
―

七
〇

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
所
在

地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

所

在

地

名

称

変

更

前

変

更

後
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医
療
法
人

こ
ん
の
小
児
科

須
賀
川
市
中
宿
二
〇
二

須
賀
川
市
中
宿
三
四
六

た
け
う
ち
調
剤
薬
局
駅
前
店

須
賀
川
市
栄
町
八
九
―
一
五

須
賀
川
市
栄
町
二
七
二

チ
ェ
リ
ー
調
剤
薬
局

須
賀
川
市
西
川
字
後
田
七

須
賀
川
市
西
山
寺
町
二
二
九

八
―
八

ま
つ
ざ
き
内
科
胃
腸
科
ク
リ

田
村
市
常
葉
町
西
向
字
米
粉

田
村
市
大
越
町
下
大
越
字
上

ニ
ッ
ク

原
八

田
五
五

医
療
法
人
創
究
会
新
地
ク
リ

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字

相
馬
郡
新
地
町
駅
前
二
丁
目

ニ
ッ
ク

舛
形
一
五
五

一
〇

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業

を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

医
療
法
人
五
星
会
星
皮
膚
科
胃

会
津
若
松
市
大
町
一
―
三
―
一
六

平
成
三
一
年
一

腸
科
医
院

月
三
一
日

医
療
法
人
鈴
木
内
科
・
消
化
器

会
津
若
松
市
大
町
一
丁
目
二
―
二
〇

令
和
二
年
五
月

科
ク
リ
ニ
ッ
ク

一
日

け
い
こ
歯
科

会
津
若
松
市
材
木
町
一
―
九
―
四
五

平
成
三
一
年
三

月
三
一
日

葵
調
剤
薬
局

ア
ピ
オ
店

会
津
若
松
市
イ
ン
タ
ー
西
七
四
―
二

令
和
二
年
一
月

三
一
日

さ
く
ら
薬
局

会
津
若
松
店

会
津
若
松
市
湯
川
町
一
―
六
二

令
和
二
年
三
月

三
一
日

エ
ー
ル
薬
局
千
石
店

会
津
若
松
市
東
千
石
一
丁
目
四
―
三

令
和
元
年
九
月

三
〇
日

エ
ー
ル
薬
局
門
田
店

会
津
若
松
市
建
福
寺
前
九
―
一
八

同

日

ハ
ー
ト
調
剤
薬
局

会
津
店

会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
字
十
文
字
七

令
和
二
年
二
月

四
―
二

二
九
日

エ
ー
ル
薬
局
十
文
字
店

会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
字
十
文
字
四

令
和
元
年
九
月

〇
―
二

三
〇
日

エ
ー
ル
薬
局
河
東
店

会
津
若
松
市
河
東
町
郡
山
字
村
西
一
五
―

同

三

日

ブ
リ
ッ
ジ
調
剤
薬
局
鶴
賀
店

会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
鶴
賀
字
堤
二
―

令
和
二
年
二
月

六
八

二
九
日

柳
津
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
砂
子
原
字
居
平
二
四

令
和
二
年
五
月

西
山
出
張
所

〇
―
三

六
日

あ
い
調
剤
薬
局

旭
店

白
河
市
旭
町
二
―
四
七

令
和
二
年
四
月

一
〇
日

国
分
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

須
賀
川
市
中
宿
四
四
五

令
和
二
年
二
月

二
九
日

須
賀
川
ス
カ
イ
薬
局

須
賀
川
市
森
宿
字
狐
石
一
二
九
―
四
五

令
和
元
年
九
月

三
〇
日

福
田
歯
科
医
院

喜
多
方
市
字
西
四
ッ
谷
三
一
五

令
和
元
年
七
月

三
一
日

医
療
法
人
佐
原
病
院
附
属
高
郷

喜
多
方
市
高
郷
町
上
郷
字
馬
場
頭
戊
一
二

令
和
元
年
九
月

診
療
所

五

三
〇
日

井
口
医
院

相
馬
市
中
村
字
桜
ヶ
丘
二
七

平
成
三
〇
年
二
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月
二
八
日

門
馬
歯
科
医
院

相
馬
市
中
村
字
北
町
三
〇
―
三

令
和
元
年
一
二

月
一
一
日

パ
ー
ム
調
剤
薬
局
相
馬
店

相
馬
市
中
村
字
荒
井
町
四
四

令
和
二
年
三
月

三
一
日

パ
ー
ム
薬
局
東
相
馬
店

相
馬
市
沖
ノ
内
二
―
一
六
―
六

同

日

エ
ル
ム
調
剤
薬
局
相
馬
店

相
馬
市
沖
ノ
内
一
―
二
―
五

同

日

さ
く
ら
薬
局

相
馬
店

相
馬
市
新
沼
字
坪
ケ
迫
一
三
五
―
八

同

日

パ
ー
ム
薬
局
泉
町
店

相
馬
市
中
村
字
泉
町
一
四
―
四

同

日

医
療
法
人
ダ
ザ
イ
胃
腸
科
内
科

二
本
松
市
表
一
丁
目
四
九
五
―
一

令
和
二
年
五
月

医
院

二
三
日

二
本
松
ウ
イ
メ
ン
ズ
ク
リ
ニ
ッ

二
本
松
市
亀
谷
一
丁
目
二
七
五
―
四

令
和
二
年
三
月

ク

三
一
日

安
齋
歯
科
医
院

二
本
松
市
東
町
四
五

同

日

南
相
馬
市
立
小
高
病
院

南
相
馬
市
小
高
区
東
町
三
丁
目
八

令
和
元
年
一
〇

月
三
一
日

河
田
歯
科
医
院

南
相
馬
市
原
町
区
栄
町
三
―
六
五

令
和
元
年
一
二

月
三
一
日

リ
フ
レ
薬
局

原
町
店

南
相
馬
市
原
町
区
西
町
一
―
五
四
―
一

令
和
元
年
七
月

三
一
日

す
わ
ん
薬
局
原
町
店

南
相
馬
市
原
町
区
東
町
一
―
七
一
―
三

平
成
二
八
年
八

月
三
一
日

コ
ス
モ
調
剤
薬
局

小
高
店

南
相
馬
市
小
高
区
上
町
二
―
一
四
―
二

令
和
元
年
一
一

月
三
〇
日

エ
ー
ル
薬
局
伊
達
店

伊
達
市
岡
前
二
〇
―
四

令
和
元
年
九
月

三
〇
日

医
療
法
人
国
分
整
形
外
科
医
院

本
宮
市
本
宮
字
仲
町
一
八

令
和
元
年
一
二

月
三
一
日

大
道
寺
歯
科
医
院

本
宮
市
本
宮
字
中
條
八
四

令
和
元
年
九
月

三
〇
日

エ
ー
ル
薬
局
高
木
店

本
宮
市
高
木
字
平
内
七
四
―
一

令
和
元
年
九
月

三
〇
日

遠
藤
内
科
医
院

伊
達
郡
桑
折
町
字
陣
屋
一
―
六

令
和
二
年
三
月

三
一
日

十
二
社
ク
リ
ニ
ッ
ク

伊
達
郡
川
俣
町
大
字
羽
田
字
十
二
社
五
―

令
和
二
年
四
月

一

六
日

安
田
歯
科
医
院

伊
達
郡
川
俣
町
字
中
丁
二

令
和
元
年
一
一

月
三
〇
日

フ
ァ
ミ
リ
ー
薬
局

伊
達
郡
桑
折
町
字
堰
合
二
一
―
九

令
和
二
年
三
月

三
一
日

医
療
法
人
佐
藤
整
形
外
科
医
院

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
字
石
田
一
五
四
一

令
和
元
年
九
月

三
〇
日

福
田
歯
科
医
院

大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
高
田
甲
二
八
四
三

令
和
二
年
三
月

二
六
日

エ
ー
ル
薬
局
中
島
店

西
白
河
郡
中
島
村
大
字
滑
津
字
二
ツ
山
三

令
和
元
年
九
月

七
―
一
一

三
〇
日

富
永
歯
科
医
院

石
川
郡
浅
川
町
大
字
浅
川
字
大
明
塚
一

令
和
元
年
八
月
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四
―
二

二
一
日

西
山
医
院

田
村
郡
三
春
町
字
御
免
町
一
七
九

令
和
二
年
三
月

三
一
日

栗
山
歯
科
医
院

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
町
頭
二
一

平
成
三
一
年
三

月
一
四
日

山
形
薬
局

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
新
町
三
四

平
成
三
一
年
一

月
三
一
日

松
屋
薬
局

双
葉
郡
富
岡
町
中
央
一
丁
目
一
二
一

平
成
三
一
年
二

月
二
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業

を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

休
止
年
月
日

上
町
内
科
皮
フ
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

南
相
馬
市
小
高
区
上
町
二
―
二
五

令
和
元
年
一
二

月
二
日

南
相
馬
市
立
小
高
病
院

南
相
馬
市
小
高
区
東
町
三
丁
目
八

令
和
元
年
八
月

一
日

渡
辺
ク
リ
ニ
ッ
ク

南
相
馬
市
原
町
区
西
町
一
丁
目
五
〇

令
和
元
年
一
〇

月
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業

を
再
開
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

福
島
県
知
事

内
堀

雅
雄

名

称

所

在

地

再
開
年
月
日

豊
嶋
歯
科
医
院

双
葉
郡
浪
江
町
権
現
堂
字
南
深
町
八
―
二

平
成
三
〇
年
八

月
一
日

穴
田
歯
科
医
院

双
葉
郡
富
岡
町
夜
の
森
南
三
丁
目
五
四

令
和
二
年
四
月

一
三
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏

名

住

所

施

術

所

名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

佐
藤

美
智

須
賀
川
市
古
舘

リ
ー
フ
マ
ッ

郡
山
市
字
北
畑
二
六
―

令
和
二
年
一
月

子

一
四
―
七
一

サ
ー
ジ
治
療
院

八

一
四
日

郡
山
店

菅
野

勝
浩

伊
達
郡
川
俣
町

マ
ッ
サ
ー
ジ
治

伊
達
郡
川
俣
町
字
舘
ノ

令
和
二
年
四
月

鶴
沢
字
東
三

療
院

元
気

腰
一
―
一

一
五
日

九
―
二

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
社
会
福
祉
課
）
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福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
は
り
師
及
び
き
ゅ
う
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏

名

住

所

施

術

所

名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

深
谷

範
子

須
賀
川
市
北
山

訪
問
医
療
マ
ッ

須
賀
川
市
北
上
町
五

令
和
元
年
七
月

寺
町
二
三
二

サ
ー
ジ
Ｋ
Ｅ
ｉ

三
―
四

一
日

ク
ラ
ウ
ン
ハ
イ

Ｒ
Ｏ
Ｗ
須
賀
川

ム
Ⅱ
一
〇
一

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

稲
垣

昇
大

東
白
川
郡
矢
祭

矢
祭
げ
ん
き
整

東
白
川
郡
矢
祭
町
東
舘

令
和
二
年
三
月

町
東
舘
舘
本

骨
院

舘
本
九
―
一

九
日

九
―
一

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
柔
道
整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏

名

住

所

施

術

所

名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

松
本

恭
介

田
村
郡
三
春
町

ま
つ
も
と
接
骨

田
村
郡
三
春
町
鷹
巣
字

令
和
元
年
八
月

鷹
巣
字
坊
之
内

院

坊
之
内
四
〇
―
一

一
日

九
六
―
二

新
井

隆
広

白
河
市
郭
内
一

コ
コ
ロ
整
骨
院

白
河
市
郭
内
一
二

令
和
元
年
九
月

二
―
二
〇
一

一
日

稲
垣

昇
大

東
白
川
郡
矢
祭

矢
祭
げ
ん
き
整

東
白
川
郡
矢
祭
町
東
舘

令
和
二
年
三
月

町
東
舘
舘
本

骨
院

舘
本
九
―
一

九
日

九
―
一

大
藤

健
佑

二
本
松
市
渋
川

二
本
松
整
骨
院

二
本
松
市
若
宮
二
丁
目

令
和
二
年
四
月

字
下
払
川
二

一
五
四
―
一

一
日

〇
―
一
二

高
倉

貴
浩

須
賀
川
市
桜
岡

つ
か
だ
整
骨
院

白
河
市
旭
町
一
丁
目
二

令
和
二
年
五
月

六
五
―
二
〇

四
四
―
一

一
四
日

齋
藤

洋
介

石
川
郡
石
川
町

名
倉
堂

さ
い

石
川
郡
石
川
町
大
字
双

令
和
二
年
六
月

大
字
双
里
字
宮

と
う
鍼
灸
接
骨

里
字
桜
町
三
七
―
一

一
日

ノ
前
五

サ
ン

院

ラ
イ
ズ
グ
ロ
ー

ブ
一
〇
一

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
施

術
者
か
ら
当
該
施
術
者
の
開
設
し
て
い
る
施
術
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

氏

名

住

所

所

在

地

変

更

前

変

更

後

紺
野

美
香

二
本
松
市
戸
沢
字

か
ま
た
鍼
灸

Ｋ
ｏ
ｉ
ｓ
ｈ

郡
山
市
芳
賀
三
丁
目
一
―

道
長
内
二
〇

整
骨
院

芳

ｉ
ｚ
ａ
ｗ
ａ

二
六

賀
院

整
骨
院

（
社
会
福
祉
課
）


